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ケアマネジャーは、介護保険の知識だけではなく、その他各種サービスや地域の社会資

源など多くの情報を持っています。皆様がどんな風に元気になりたいか目標を持ってい

ただき、その目標を達成するための計画を作成し、提案する専門家です。 

介護保険法の主旨をご理解いただいた上で、ご自身でもできることを実践いただき、目

標とする生活に戻れるようにしましょう。 

ご存知ですか？介護保険法のこと・・・ 

介護保険法第２条第２項（介護保険） 

前項の保険給付は、要介護状態または要

支援状態の軽減または悪化の防止に資する

ように行われるとともに、医療との連携に十

分配慮して行わなければならない。 

介護保険サービスは、支援や介

護が必要な状態を軽くする、また

は悪化を防ぐためのサービスで

す。（要支援の人は自立に向け

て、より元気になることをめざし

ます。） 

介護保険法第４条（国民の努力および義務） 

国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚

して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態になった場合においても、進んでリハビリ

テーションその他の適切な保健医療サービスおよび福祉サービスを利用することにより、その有す

る能力の維持向上に努めるものとする。 

要介護とならないよう、日々の生活でご自身にも介護予防

の取り組みをしていただくことが求められています。 

今取り組んでおられる家庭での役割や散歩、体操など続け

ることはもちろん、今の役割や楽しみを再開することもその

一つです。 

適切に介護保険サービスを利用し、今できていることは維

持しつつ、できにくくなったことを再開できるようにするこ

とが求められています。 

【平成２９年１１月作成 近江八幡市】 


